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(57)【要約】
【課題】小型で高感度な加速度センサを提供する。
【解決手段】加速度センサ１は、基台に固定する基部２
０と、基部２０から延出され所定の共振周波数にて平面
方向に屈曲振動をする梁状の振動腕２１と、からなる振
動体１０であって、振動腕２１が、幅方向中央部に厚さ
方向垂直に、且つ長手方向に開設される貫通孔２２によ
って分割された振動腕部２３，２４と、分割された振動
腕部２３，２４の先端部を連結する付加質量部２５と、
振動腕部２３，２４に設けられる励振手段としての励振
電極３１～３４、を備え、振動腕２１が、基部２０と付
加質量部２５とにより擬似両端固定構造または片端固定
構造で支持され、加速度が加えられたときの付加質量部
２５の慣性効果による振動体１０の共振周波数変化を検
出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基台に固定する基部と、前記基部から延出され所定の共振周波数にて平面方向に屈曲振
動をする梁状の振動腕と、からなる振動体であって、
　前記振動腕が、幅方向中央部に厚さ方向に垂直に、且つ長手方向に開設される貫通孔に
よって分割された振動腕部と、分割された前記振動腕部の先端部を連結する付加質量部と
、前記振動腕部に設けられる励振手段と、を備え、
　前記振動腕が、前記基部と前記付加質量部とにより擬似両端固定構造または片端固定構
造で支持され、
　加速度が加えられたときの前記付加質量部の慣性効果による前記振動体の共振周波数変
化を検出することを特徴とする加速度センサ。
【請求項２】
　請求項１に記載の加速度センサにおいて、
　前記基部と、前記振動腕と、前記付加質量部と、からなる振動体が２組設けられ、
　２組の前記付加質量部を共通付加質量部とし、前記共通付加質量部の重心位置に対して
点対称となるように２組の前記振動体が直線状に連結されていることを特徴とする加速度
センサ。
【請求項３】
　基台に固定する基部と、前記基部から平行に延出され所定の共振周波数にて平面方向に
屈曲振動をする梁状の複数の振動腕と、からなる振動体であって、
　複数の前記振動腕それぞれの幅方向中央部に振動方向に対して垂直に、且つ長手方向に
開設される少なくとも一つの貫通孔と、
　複数の前記振動腕の先端部を連結する付加質量部と、
　複数の前記振動腕それぞれの両側側面と、前記貫通孔内部側面とに設けられる励振電極
と、を備え、
　加速度が加えられたときの前記付加質量部の慣性効果による前記振動体の共振周波数変
化を検出することを特徴とする加速度センサ。
【請求項４】
　請求項３に記載の加速度センサにおいて、
　前記貫通孔が、少なくとも複数の前記振動腕と前記基部との連結部近傍に設けられてい
ることを特徴とする加速度センサ。
【請求項５】
　請求項３に記載の加速度センサにおいて、
　前記貫通孔が、複数の前記振動腕に前記基部との連結部近傍と、前記付加質量部との連
結部近傍と、長手方向中央部と、に開設されていることを特徴とする加速度センサ。
【請求項６】
　請求項３に記載の加速度センサにおいて、
　前記基部と、前記貫通孔が開設された複数の前記振動腕と、前記付加質量部とからなる
振動体が２組設けられ、
　２組の前記付加質量部を共通付加質量部とし、前記共通付加質量部の重心位置に対して
点対称となるように２組の前記振動体が直線状に連結されていることを特徴とする加速度
センサ。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の加速度センサにおいて、
　前記振動体が水晶からなることを特徴とする加速度センサ。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の加速度センサにおいて、
　前記振動体が恒弾性材料からなり、前記振動腕の側面に圧電素子膜が形成されているこ
とを特徴とする加速度センサ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加速度が加えられたときに振動体の共振周波数が変化することを検出する加
速度センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撓みばねと、共振子と、フレームに懸架された振動質量を有するシリコンからな
り、加速度が共振子の周波数の変化に基づき検出され、撓みばね及びフレーム及び振動質
量が、シリコン小板の構造化によって作成される加速度センサというものが知られている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、シリコンウエハの基板上に一端が固定され、他方が変形可能な自由端を有するカ
ンチレバーと、カンチレバーの表面に形成された圧電素子膜と、圧電素子膜の表裏両面に
形成された金属電極と、カンチレバーの自由端に固定された重りとから構成される圧電振
動子を含む加速度センサが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、板状の振動体と、振動体の両面に対向して形成される圧電素子と、振動体の一端
部を支持する支持手段を有し、振動体の一端部近傍に孔が形成され、振動体は長さ方向に
振動する（つまり、縦振動）。振動体の振動方向の加速度により振動体と圧電素子とが撓
み、この撓みにより圧電素子に発生する電圧を検出するという加速度センサも知られてい
る（例えば、特許文献３参照）。
【０００５】
　さらに、加速度により移動可能な慣性体と、慣性体を支持し慣性体の移動時に変形する
支持梁と、支持梁上に設置された共振体を備え、共振体は励振部と振動状態を検知する受
信部と、振動を励振部から受信部に伝搬する伝搬部とからなり、加速度が印加された際、
支持梁の変形に対応した共振体の変形により生じる共振体の振動状態の変化を、励振部へ
の入力信号と受信部への出力信号により検出して印加された加速度を測定する加速度セン
サというものが知られている（例えば、特許文献４参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平６－４３１７９号公報（第３頁、図１）
【特許文献２】特開平２－２４８８６５号公報（第２、第３頁、図３，９）
【特許文献３】特開平８－１４６０３３号公報（第３頁、図１，２）
【特許文献４】特開平７－１９１０５２号公報（第１，２頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した特許文献１では、加速度が加えられて撓みばねが撓むことにより生ずる共振子
の周波数変化量を検出している。また、検出感度を高めるために振動質量を付加している
。また、特許文献２においても、カンチレバーの先端部に重りを付加して検出感度を高め
ている。そして、これら振動質量や重りは、加速度が加えられる方向に備えられているの
で、振動体を振動するために必要とされるエネルギーが大きくなるとともに、耐衝撃性が
低下することが考えられる。
　また、加速度センサの小型化が困難となるという課題がある。
【０００８】
　また、特許文献３では、振動体の縦振動を用いており、縦振動の場合は周波数の変化量
が屈曲振動に比べ極めて小さく、検出感度を高めることが難しい。また、振動体の支持構
造が複雑になることと、そのために振動漏れが発生し易いという課題がある。
【０００９】
　さらに、振動体の一端部近傍に孔が設けられており、この孔の周縁部に応力集中が発生
し易い構造のため、耐衝撃性が低下するという課題もある。
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【００１０】
　また、特許文献４による加速度センサは、支持梁に発生する変形を、支持梁に接合され
た共振体により検出するという構造である。支持梁と共振体とは異種材料からなり構成す
る材質の熱膨張率が異なるため、温度変化による支持梁または共振体の変形差が生じ、こ
れが周波数変化として出力されてしまうため、温度特性が悪いという課題を有している。
【００１１】
　また、支持梁と共振体とは接合されているため、接合部において加速度による力の伝搬
ロスが生じるとともに、接合部における長期的な信頼性を確保しにくいという課題もある
。
【００１２】
　さらに、正確な加速度検出には、支持梁に対する共振体の位置精度が要求されるが、支
持梁と共振体とが別部材であることから、位置精度をだしにくいので製造コストが増加し
、小型化も困難であると予測される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【００１４】
　［適用例１］本適用例の加速度センサは、基台に固定する基部と、前記基部から延出さ
れ所定の共振周波数にて平面方向に屈曲振動をする梁状の振動腕と、からなる振動体であ
って、前記振動腕が、幅方向中央部に厚さ方向に垂直に、且つ長手方向に開設される貫通
孔によって分割された振動腕部と、分割された前記振動腕部の先端部を連結する付加質量
部と、前記振動腕部に設けられる励振手段と、を備え、前記振動腕が、前記基部と前記付
加質量部とにより擬似両端固定構造または片端固定構造で支持され、加速度が加えられた
ときの前記付加質量部の慣性効果による前記振動体の共振周波数変化を検出することを特
徴とする。
【００１５】
　なお、擬似両端固定構造とは、例えば、振動体の基部が固定端で、振動腕の先端部（付
加質量部に相当する部分）は自由端ではあるが、付加質量部が大きいため先端部がほとん
ど振動しないような固定構造を意味する。
【００１６】
　本適用例によれば、加速度が加えられたときに付加質量部の慣性効果により、振動腕に
伸縮応力（引っ張り応力と圧縮応力）が発生することで振動体の共振周波数が変化するこ
とを利用して加速度を検出するものである。具体的には、振動腕に引っ張り応力が発生す
るときには共振周波数は高くなり、振動腕に圧縮応力が発生するときには共振周波数が低
くなる。この振動体は片端固定構造の屈曲振動のため、加速度が加えられることによる共
振周波数変化量が前述した従来技術の縦振動よりも大きくなり、高い検出感度の加速度セ
ンサを実現できる。
【００１７】
　また、振動腕の長手方向に貫通孔が設けられることにより、振動腕部は断面積が小さく
なり、側面に設けられる励振電極間の距離が小さいため電界効率が高く、その結果消費電
流を低く抑えることができる。
【００１８】
　また、振動腕は貫通孔により断面積が小さい２本の振動腕部に分割される。従って、加
速度が加えられた際の屈曲部に発生する伸縮応力が大きくなり、共振周波数の変化量がよ
り大きくなることから検出感度を高めることができる。
【００１９】
　さらに、本適用例による加速度センサは、振動腕に発生する伸縮応力による共振周波数
変化を検出する構造のため、仮に振動体をパッケージングする際において、加速度による
振動腕の長さ方向の伸縮は非常に小さく、振動腕が屈曲振動をする範囲のスペースがあれ
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ばよく、小型化できるという効果を有する。
【００２０】
　また、本適用例による加速度センサは基部と振動腕とが一体で形成されているため、前
述した従来技術（特許文献４）による支持梁と共振体とを別体で構成し接合する構造のよ
うに、それぞれの熱膨張率が異なることから生じる温度変化による支持梁または共振体の
変形差が周波数変化として出力されてしまうことがなく、温度特性がよい加速度センサを
実現できる。
【００２１】
　また、従来技術のような支持梁と共振体とを接合する構造に比べ接合部がないため、接
合部における加速度により発生する力の伝搬ロスが生じることもなく、さらに、長期的な
信頼性を確保できるという効果がある。
　さらに、基部と振動腕とが一体でかつ同一平面内に形成されていることから、厚さ方向
への突出部が存在せず薄型化を実現できる。
【００２２】
　［適用例２］上記適用例に記載の加速度センサであって、前記基部と、前記振動腕と、
前記付加質量部と、からなる振動体が２組設けられ、２組の前記付加質量部を共通付加質
量部とし、前記共通付加質量部の重心位置に対して点対称となるように２組の前記振動体
が直線状に連結されていることが好ましい。
【００２３】
　このような構造によれば、付加質量部を挟んで対向する一対の振動体を有する構造体が
構成される。この際、それぞれ対向する振動腕は、付加質量部が十分大きな質量を有して
いるため、互いに逆位相の高次の屈曲振動モードを有し、振動バランスがよい振動体を構
成することができる。つまり高いＱ値が得られる。
【００２４】
　また、加速度が加えられたとき、隣り合う振動腕部の一方の振動腕部には圧縮応力が発
生し、他方の振動腕部には引っ張り応力が発生する。このような構造の場合、両振動体の
共振周波数の差動をとることで周波数温度特性の影響を打ち消すことができるという効果
がある。
【００２５】
　［適用例３］本適用例に記載の加速度センサは、基台に固定する基部と、前記基部から
平行に延出され所定の共振周波数にて平面方向に屈曲振動をする梁状の複数の振動腕と、
からなる振動体であって、複数の前記振動腕それぞれの幅方向中央部に振動方向に対して
垂直に、且つ長手方向に開設される少なくとも一つの貫通孔と複数の前記振動腕の先端部
を連結する付加質量部と、複数の前記振動腕それぞれの両側側面と、前記貫通孔内部側面
とに設けられる励振電極と、を備え、加速度が加えられたときの前記付加質量部の慣性効
果による前記振動体の共振周波数変化を検出することを特徴とする。
【００２６】
　このように構成される加速度センサは、付加質量部で先端部が連結された複数の振動腕
に貫通孔を設けている。従って、振動腕の断面積が小さくなり、加速度を加えたときの振
動腕の変位量を大きくとれることから検出感度を高めることができる。
　さらに、振動腕の両側側面と貫通孔の内側側面に励振電極を設けているので、励振電極
間の距離が短くなり電界効率が高まる。このことから低消費電力化が可能となるという効
果がある。
【００２７】
　［適用例４］適用例３に記載の加速度センサであって、前記貫通孔が、少なくとも複数
の前記振動腕と前記基部との連結部近傍に設けられていることが好ましい。
【００２８】
　振動腕と基部との連結部近傍は、屈曲振動において歪みが最も大きい位置である。従っ
て、このような歪みが大きい位置に貫通孔を設け、振動腕の両側側面と貫通孔の内側側面
に励振電極を設けることにより励振電極間の距離が短くなり、電界効率を高めることがで
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き、低消費電力化を実現できる。
【００２９】
　［適用例５］適用例３に記載の加速度センサであって、前記貫通孔が、複数の前記振動
腕に前記基部との連結部近傍と、前記付加質量部との連結部近傍と、長手方向中央部と、
に開設されていることが好ましい。
【００３０】
　このようにすれば、屈曲振動において歪みが最も大きい位置と、振動腕の中央部及び先
端部に貫通孔を有し、励振電極を設けることにより、一層電界効率を高めることができ、
低消費電力化を実現できる。
【００３１】
　［適用例６］適用例３に記載の加速度センサであって、前記基部と、前記貫通孔が開設
された複数の前記振動腕と、前記付加質量部とからなる振動体が２組設けられ、２組の前
記付加質量部を共通付加質量部とし、前記共通付加質量部の重心位置に対して点対称とな
るように２組の前記振動体が直線状に連結されていることが好ましい。
【００３２】
　このようにすれば、付加質量部を挟んで対向する一対の湾曲された振動腕からなる振動
体を有する両端固定構造の振動体が構成されることになる。この際、それぞれ対向する振
動腕は、逆位相の高次の屈曲振動モードを有し、振動バランスがよい振動体を構成するこ
とができる。つまり高いＱ値が得られる。
【００３３】
　［適用例７］上記適用例に記載の加速度センサであって、前記振動体が水晶からなるこ
とが好ましい。
【００３４】
　振動体の材質としては、圧電性を有する材料であれば特に限定されないが、水晶にすれ
ば、周波数温度特性がよいこと、貫通孔を含めてフォトリソグラフィ技術により一体形成
が容易であり製造し易く、高精度で形成することができる。
【００３５】
　［適用８］上記適用例に記載の加速度センサであって、前記振動体が恒弾性材料からな
り、前記振動腕の側面に圧電素子膜が形成されていることが好ましい。
【００３６】
　恒弾性材料としては、例えば、ニッケル、鉄、クロム、チタン、あるいはそれらの合金
であるエリンバ、鉄－ニッケル合金などが含まれる。
　このように、振動体として恒弾性材料を用いることにより構造的強度が高まり、強い加
速度領域の検出に対応できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１～図５は実施形態１に係る加速度センサを示し、図６は実施形態２、図７は実施形
態３、図８は実施形態４、図９は実施形態５、図１０は実施形態６、図１１は実施形態７
を示している。
　なお、以下の説明で参照する図は、図示の便宜上、部材ないし部分の縦横の縮尺は実際
のものとは異なる模式図である。
　　（実施形態１）
【００３８】
　図１は、実施形態１に係る加速度センサの１例を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ
）のＨ－Ｈ切断面を示す断面図である。図１（ａ）において、加速度センサ１は、基台（
図示せず）に固定する基部２０と、基部２０の端面から延出され所定の共振周波数にて平
面方向に屈曲振動をする梁状の振動腕２１と、を有する振動体１０により構成される。
【００３９】
　振動体１０は圧電性材料により形成されている。圧電性材料としては、チタン酸鉛（Ｐ
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ｂＴｉＯ3）、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ（登録商標））、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、水
晶等を使用することができるが、本実施形態では、周波数温度特性が優れ、高いＱ値を有
する水晶を使用した場合を例示して説明する。
【００４０】
　振動体１０は、ＸＹ平面に展開されたＺ板であって、基部２０の一辺の中央からＹ軸方
向に単純梁状の振動腕２１が延出されて構成されている。基部２０は、振動体１０を図示
しないパッケージの基台に固定するための固定部である。振動腕２１の幅方向（Ｘ軸方向
）中央部には、振動腕２１の振動方向に対して垂直、つまり厚さ方向（Ｚ軸方向）に貫通
し、且つ、長手方向（Ｙ軸方向）に沿って貫通孔２２が開設されている。
【００４１】
　振動腕２１の先端部（自由端）には、付加質量部２５が形成されている。付加質量部２
５は、本実施形態では、基部２０と同等な質量または、さらに大きな質量となるように平
面サイズが設定されている。また、貫通孔２２の一方の端部は基部２０との連結部まで達
し、他方の端部は付加質量部２５との連結部まで達している。
　なお、付加質量部２５の大きさは、上述した擬似両端固定構造となる範囲で任意の大き
さに設定することができる。
【００４２】
　振動腕２１は、貫通孔２２により振動腕部２３と振動腕部２４とに分割され、先端部は
付加質量部２５によって連結されている。振動腕部２３，２４は、振動腕２１の中心軸Ｐ
に対して対称形である。これら振動腕部２３，２４それぞれの側面には励振電極が形成さ
れている。
【００４３】
　次に、図１（ｂ）を参照して励振手段としての励振電極の構成について説明する。振動
腕部２３の外側面２３ａには励振電極３１、内側面２３ｂには励振電極３３が形成されて
いる。また、振動腕部２４の外側面２４ａには励振電極３２、内側面２４ｂには励振電極
３４が形成されている。励振電極３１～３４は、貫通孔２２の概ねＹ軸方向側面の範囲全
体に形成される。なお、励振電極３１～３４は検出電極を兼用する。
【００４４】
　励振電極３１，３２は同電位の電極であり、励振電極３３，３４は励振電極３１，３２
とは異なる電位の電極であり、図示しないが、それぞれが基部２０の表面まで延在され、
図示しない発振回路及び検出回路に接続される。
【００４５】
　発振回路から励振電極３１，３２、励振電極３３，３４それぞれに逆電位の励振信号が
入力されると、振動腕２１は、基部２０との連結部近傍を振動の節として一次の屈曲振動
をしようとすると、付加質量部２５が大きいため、図１（ａ）に表すような二次の屈曲振
動で共振する。
【００４６】
　つまり、振動腕２１に励振信号が入力されると、付加質量部２５の先端部が矢印Ｃ方向
に振動しようとするが大きな付加質量部２５が存在するため、その移動量はごくわずかで
あり振動腕２１は、二点鎖線Ｃ’で示すような二次の屈曲振動となる。
【００４７】
　また、同様に、付加質量部２５の先端部が矢印Ｂ方向に振動しようとするとき、付加質
量部２５が存在するため、その移動量はごくわずかであり振動腕２１は、破線Ｂ’で示す
ような二次の屈曲振動となる。
【００４８】
　従って、このような振動体１０は基部を固定部とする片端固定構造ではあるが、付加質
量部２５を基部２０と同等か、さらに大きな質量とすることにより、付加質量部２５と基
部２０との間であたかも擬似両端固定構造が構成されているといえる。そのことから振動
腕２１は、振動腕２１と基部２０との連結部近傍と、振動腕２１と付加質量部２５との連
結部近傍と、に振動の節を有する高次の屈曲振動モードとなる。
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【００４９】
　次に、加速度検出について説明する。
　図１（ａ）において、振動腕２１がＸ軸方向に所定の共振周波数で二次の屈曲振動して
いるときに、＋Ｙ軸方向の加速度＋Ａｙが加えられると、振動腕２１の基部２０との連結
部及び屈曲部には付加質量部２５の慣性効果により圧縮応力が発生する。圧縮応力が発生
すると共振周波数は低くなる方向に変化する。また、－Ｙ軸方向に加速度－Ａｙが加えら
れると、振動腕２１の基部２０との連結部及び屈曲部には引っ張り応力が発生する。引っ
張り応力が発生すると共振周波数は高くなる方向に変化する。
【００５０】
　この共振周波数変化を検出回路にて検出し、検出された共振周波数を変換回路（図示せ
ず）で電圧に変換し、加速度として検出することができる。
　なお、共振周波数を位相速度としてとらえ、位相速度の変化値を微分回路にて時間で微
分して加速度とする構成としてもよい。
【００５１】
　従って、上述した実施形態１によれば、加速度が加えられたときに付加質量部２５の慣
性効果により、振動腕２１に伸縮応力（引っ張り応力と圧縮応力）が発生することによる
振動体１０の共振周波数が変化することを利用して加速度を検出するものである。具体的
には、振動腕２１に引っ張り応力が発生するときには共振周波数は高くなり、振動腕２１
に圧縮応力が発生するときには共振周波数が低くなる。従って、この振動体１０によれば
、加速度が加えられることによる共振周波数変化量が前述した従来技術の縦振動よりも大
きくなり、高い検出感度の加速度センサを実現できる。
【００５２】
　また、振動腕２１の長手方向に貫通孔２２が設けられることにより、振動腕部２３，２
４の断面積が小さくなり、側面に設けられる励振電極間の距離が小さくなるため電界効率
が高く、その結果消費電流を低く抑えることができる。
【００５３】
　また、振動腕２１は貫通孔２２により断面積が小さい２本の振動腕部２３，２４に分割
される。従って、加速度が加えられた際の屈曲部に発生する伸縮応力が大きくなり、共振
周波数の変化量がより大きくなることから検出感度を高めることができる。
【００５４】
　また、付加質量部２５を振動腕に対して充分に大きくすることで、振動腕２１の先端部
の移動量は極めて小さい。従って、振動腕２１は、付加質量部２５と基部２０との間で擬
似両端固定構造が構成されることから高次の屈曲振動モードとなる。このような高次の屈
曲振動モードにおいて、検出感度がよい加速度センサを実現できる。
【００５５】
　さらに、本実施形態による加速度センサ１は、振動腕２１に発生する伸縮応力による共
振周波数変化を検出する構造である。従って、大きな質量を有する付加質量部２５を設け
ることにより、加速度が加えられた際の屈曲部に発生する引っ張り応力または圧縮応力が
大きくなることから検出感度を高めることができる。
【００５６】
　なお、付加質量部２５の大きさは、上述した擬似両端支持構造となる範囲で任意の大き
さに設定することができる。振動体１０をパッケージングする際において、加速度による
振動腕２１の長さ方向の伸縮は非常に小さく、振動腕２１が屈曲振動をする範囲のスペー
スがあればよく、小型化できるという効果を有する。
【００５７】
　また、基部２０と振動腕２１とが一体で形成されているため、前述した従来技術（特許
文献４）による支持梁と共振体とを別体で構成し接合する構造のように、それぞれの熱膨
張率が異なることから生じる温度変化による支持梁または共振体の変形差が周波数変化と
して出力されてしまうことがなく、温度特性がよい加速度センサを実現できる。
【００５８】
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　また、従来技術のような支持梁と共振体とを接合する構造に比べ接合部がないため、接
合部における加速度により発生する力の伝搬ロスが生じることもなく、さらに、長期的な
信頼性を確保できるという効果がある。
　さらに、振動体１０の材質を水晶とし、基部２０と振動腕２１とが一体でかつ同一平面
内に形成することから、周波数温度特性がよく、貫通孔２２を含めてフォトリソグラフィ
技術により一体形成が容易であり製造し易く、高精度で形成することができる。また、厚
さ方向への突出部が存在せず薄型化を実現できる。
【００５９】
　なお、上述した実施形態１は、擬似両端固定構造を例示したものであるが、片端固定構
造の振動体にも適応可能である。
　　（変形例１）
【００６０】
　続いて、実施形態１の変形例１に係る加速度センサついて図面を参照して説明する。変
形例１は、振動体が片端固定構造で一次の屈曲振動をする形態であることを特徴とする。
　図２は、変形例１に係る加速度センサの構成を示す斜視図である。図２において、加速
度センサとしての振動体１０は、付加質量部２５を除いて前述した実施形態１（図１、参
照）と同形状をしている。付加質量部２５は、振動腕２１の延長上に設けられており、振
動腕２１は、貫通孔２２によって振動腕部２３，２４に分割されている。
【００６１】
　振動腕部２３，２４の側面には、図１で表される励振電極３１～３４が設けられている
。発振回路から励振電極３１，３２、励振電極３３，３４それぞれに逆電位の励振信号が
入力されると、振動腕２１は、基部２０との連結部近傍を振動の節として一次の屈曲振動
をする（矢印Ａで図示）。
【００６２】
　加速度の検出は実施形態１と同様に行う。つまり、振動腕２１がＸ軸方向に所定の共振
周波数で一次の屈曲振動しているときに、＋Ｙ軸方向の加速度＋Ａｙが加えられると、振
動腕２１の基部２０との連結部及び屈曲部には付加質量部２５の慣性効果により圧縮応力
が発生する。圧縮応力が発生すると共振周波数は低くなる方向に変化する。また、－Ｙ軸
方向に加速度－Ａｙが加えられると、振動腕２１の基部２０との連結部及び屈曲部には引
っ張り応力が発生する。引っ張り応力が発生すると共振周波数は高くなる方向に変化する
。この共振周波数変化を検出回路にて検出し、検出された共振周波数を変換回路（図示せ
ず）で電圧に変換し、加速度として検出することができる。
【００６３】
　なお、振動腕の総長さＬ１に対する貫通孔２２の長さＬ２の比を変えることで、加速度
による周波数変動量が変動することがシミュレーション及び実験によって確認されている
。
　図３は、振動腕の総長さＬ１に対する貫通孔の長さＬ２の比と周波数変動量の関係につ
いて示すグラフである。図３に示すように、加速度（ｍ／ｓ2）に対する周波数変動量（
ｐｐｍ／（ｍ／ｓ2）は、振動腕の総長さＬ１に対する貫通孔２２の長さＬ２の比（Ｌ２
／Ｌ１（％）で表す）に従い変化する。
【００６４】
　このグラフから、Ｌ２／Ｌ１が０のとき（貫通孔２２がないとき）、周波数変動量は０
．１ｐｐｍ／（ｍ／ｓ2）であり、貫通孔２２がない場合でも加速度の検出が可能である
ことを示している。しかし、周波数変動量が０．１ｐｐｍ／（ｍ／ｓ2）では検出感度が
低く、実用上好ましくない。
【００６５】
　Ｌ２／Ｌ１が大きくなるに従い周波数変動量が大きくなり、８０％近傍で最大値を示す
。そして、Ｌ２／Ｌ１が８０％を中心として±２０％の範囲で、周波数変動量が概ね１ｐ
ｐｍ／（ｍ／ｓ2）以上の検出感度を示しており、実用上好ましいレベルである。
【００６６】
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　このような変形例１によれば、振動体１０が片端固定構造で一次の屈曲振動の構造にお
いても、前述した実施形態１と同様な効果が得られる。
　　（変形例２）
【００６７】
　続いて、実施形態１の変形例２に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。
変形例２は、振動腕の自由端に一次の屈曲振動をする程度の大きな付加質量部を設けたこ
とに特徴を有している。従って、前述した実施形態１（図１、参照）との相違個所を中心
に説明する。共通部分には実施形態１と同じ符号を附している。
　図４は、本変形例に係る振動体を示す正面図である。図４において、振動体１０は、基
部２０の一辺の中央からＹ軸方向に梁状の振動腕２１が垂直に延出されている。振動腕２
１の幅方向（Ｘ軸方向）中央には、厚さ方向（Ｚ軸方向）に貫通し、且つ、長手方向（Ｙ
軸方向）に沿って貫通孔２２が開設されている。
【００６８】
　貫通孔２２は実施形態１（図１、参照）と同様な位置、大きさで形成されており、貫通
孔２２の長さと付加質量部２５を含む振動腕２１の総長さとの関係も概ね実施形態１に準
じている。振動腕２１の先端部（自由端）には、付加質量部２５が形成されている。付加
質量部２５は、変形例１（図２、参照）よりも大きく、実施形態１（図１、参照）よりも
小さく設定されている。従って、振動腕２１は、基部２０との連結部近傍を振動の節とす
る一次の屈曲振動をする。
【００６９】
　振動腕２１に上述したような付加質量部２５を設けることにより、振動腕２１の質量増
加により、加速度が加えられた際の屈曲部に発生する引っ張り応力または圧縮応力が変形
例１よりも大きくなり、検出感度を高めることができる。
　　（変形例３）
【００７０】
　続いて、実施形態１の変形例３に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。
変形例３は、前述した実施形態１では１本の振動腕を備えていることに対し、振動腕を複
数本備えていることに特徴を有している。ここでは、振動腕を２本備える構造を例示して
説明する。
　図５は、変形例３に係る振動体を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＪ－Ｊ切断
面を示す断面図である。図５（ａ）、（ｂ）において、加速度センサとしての振動体５０
は、基部５１の一辺から２本の振動腕５４，５８が垂直に、且つ、平行に延出されている
。つまり、この振動体５０は音叉型振動体である。
【００７１】
　振動腕５４，５８にはそれぞれ、幅方向中央部に貫通孔５５，５９が開設されている。
これら振動腕５４，５８と貫通孔５５，５９それぞれの形状は、前述した実施形態１（図
１、参照）の振動腕２１、貫通孔２２に相当する。そして、貫通孔５５，５９を設けるこ
とにより、振動腕５４は振動腕部５６，５７とに分割され、振動腕５８は振動腕部６０，
６１に分割される。振動腕部５６，５７は先端部を付加質量部５４ａにて連結され、振動
腕部６０，６１は先端部を付加質量部５８ａにて連結されている。
【００７２】
　図５（ｂ）に示すように、振動腕部５６，５７，６０，６１それぞれの側面には励振電
極が形成されている。具体的には、振動腕部５６の外側面５６ａには励振電極７１、内側
面５６ｂには励振電極７２が設けられている。一方、振動腕部５７の外側面５７ａには励
振電極７３、内側面５７ｂには励振電極７４が形成されている。また、振動腕部６０の外
側面６０ａには励振電極７７、内側面６０ｂには励振電極７８、振動腕部６１の外側面６
１ａには励振電極７５、内側面６１ｂには励振電極７６が形成されている。
【００７３】
　励振電極７１，７３，７６，７８は同電位の電極群、励振電極７２，７４，７５，７７
は同電位の電極群であり、励振電極７１，７３，７６，７８と励振電極７２，７４，７５
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，７７とに逆電位の励振信号が入力される。このような構成にすることで、振動腕５４，
５８はそれぞれ矢印Ｂ，Ｃ方向、つまり、Ｘ軸方向にそれぞれが逆相となるように一次の
屈曲振動をする。
【００７４】
　基部５１は、連結部５２で振動腕５４，５８と連結されており、この領域に振動の節が
存在する。連結部５２と基部５１との間にはくびれ部５３が形成されている。くびれ部５
３は、振動腕５４，５８の振動を固定部に伝達させないために設けられている。
【００７５】
　このような構造は音叉型振動体であり、音叉型振動体は、構造対称性を有し、振動した
ときに振動腕５４，５８が互いに逆位相で振動することから振動漏れが小さく振動効率が
高いという利点がある。
【００７６】
　また、振動腕５４，５８のそれぞれに貫通孔５５，５９が設けられているために、振動
腕５４，５８の断面積が小さくなるので、発生する伸縮応力が大きくなる。従って、振動
腕を複数有する形状であっても加速度による収縮応力や引っ張り応力が高くなり共振周波
数変化量が大きく、高い検出感度が得られる。
　なお、本実施形態では、振動腕を２本備える構造を例示しているが、３本でもそれ以上
としてもよい。３本の場合には、中央の振動腕を検出用とすることができる。
　　（実施形態２）
【００７７】
　続いて、実施形態２に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。実施形態２
は、前述した実施形態１及び変形例が擬似両端固定構造または片端固定構造であることに
対して、両端固定構造としたところに特徴を有している。
　図６は、実施形態２に係る加速度センサを示す正面図である。図６において、加速度セ
ンサ４０は、振動体１０，１１の２組の振動体が共通の付加質量部２５において直線状に
連結されて構成されている。
【００７８】
　図６に示すように、加速度センサ４０の重心位置Ｇの右側は、基部２０と振動腕２１と
付加質量部２５とから構成される振動体１０、左側は基部４５と振動腕４１と付加質量部
２５とから構成される振動体１１である。振動腕２１は貫通孔２２によって分割された振
動腕部２３，２４を有し、それぞれに図１（ｂ）に示すような励振電極が設けられている
。
【００７９】
　一方、振動腕４１は貫通孔４２によって分割された振動腕部４３，４４を有し、それぞ
れに図１（ｂ）に示すような励振電極が設けられている。従って、付加質量部２５は、振
動体１０及び振動体１１の共通付加質量部である。加速度センサ４０は、重心位置Ｇに対
して点対称形状であって、共通の付加質量部２５において振動体１０と振動体１１の２組
の振動体が直線状に連結された、基部２０及び基部４５を固定部とする両端固定構造であ
る。また、付加質量部２５は、基部２０，４５と同等または、それらよりも大きな質量と
なる平面サイズを有している。
【００８０】
　ここで、振動腕２１，４１それぞれに逆電位、逆位相、同じ周波数の励振信号を入力す
ると、付加質量部２５は充分大きな質量を有しているため、矢印Ｄ、矢印Ｅ方向の変位は
極わずかである。従って、振動腕２１は、振動腕２１と基部２０との連結部、及び振動腕
２１と付加質量部２５との連結部近傍にある振動の節を有し、矢印Ｄ’方向または矢印Ｅ
’方向に二次の屈曲振動となる。また、振動腕４１は、振動腕４１と基部４５との連結部
、及び振動腕４１と付加質量部２５との連結部近傍の振動の節を有し、振動腕２１とは逆
位相の二次の屈曲振動をする。
【００８１】
　上述した実施形態２の構造によれば、加速度センサ４０は付加質量部２５を挟んで対向
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する振動体１０，１１を有する両端固定構造となる。この際、それぞれの振動腕２１，４
１は、逆位相の高次の屈曲振動モードを有し、振動バランスがよい振動体を構成する。つ
まり高いＱ値が得られる。
【００８２】
　また、対向する振動腕２１，４１は、Ｙ軸方向の加速度が加えられたとき、一方に収縮
応力が発生し、他方の振動腕には引っ張り応力が発生する。このような構造の場合、両振
動体の共振周波数の差動をとることで周波数温度特性の影響を打ち消すことができるとい
う効果がある。
　　（実施形態３）
【００８３】
　続いて、実施形態３に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。実施形態３
は、前述した実施形態１，２では振動体として水晶を用いていることに対して恒弾性材料
を用いることを特徴とする。本実施形態の振動体の形状は、前述した実施形態１，２形状
と同じ考え方が応用できるが、ここでは、実施形態１（図１、参照）と同じ形状のものを
例示して説明する。
　図７は、実施形態３に係る振動体を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＫ－Ｋ切
断面を示す断面図である。図７（ａ）、（ｂ）において、振動体８０は、基部８１の一辺
から垂直方向に振動腕８２が延出されて構成されている。基部８１は、振動体８０を図示
しないパッケージの基台に固定するための固定部である。振動腕８２の幅方向中央には、
厚さ方向に貫通し、且つ、長手方向に長い貫通孔８３が開設されている。
【００８４】
　なお、振動体８０は、ニッケル、鉄、クロム、チタン、あるいはそれらの合金であるエ
リンバ、鉄－ニッケル合金などの恒弾性材料からなり、所望の共振周波数、サイズに対応
して選択する。
【００８５】
　振動腕８２は、貫通孔８３を設けることにより振動腕部８４，８５に分割されている。
振動腕部８４，８５の先端部は付加質量部８２ａで連結されている。そして、振動腕部８
４，８５それぞれの外側側面には、圧電素子膜８６，８７が形成されている。図７（ｂ）
に示すように、圧電素子膜８６には表裏両面のそれぞれに上部電極８８ａ、下部電極８８
ｂが形成されている。また、下部電極８８ｂと振動腕部８４の外側側面との間には絶縁性
膜（図示せず）が形成されている。
【００８６】
　一方、圧電素子膜８７には表裏両面のそれぞれに上部電極８９ａ，下部電極８９ｂが形
成されている。また、下部電極８９ｂと振動腕部８５の外側側面との間には絶縁性膜（図
示せず）が形成されている。
【００８７】
　圧電素子膜８６，８７にはそれぞれ逆電位の励振信号が入力されることにより、振動腕
８２は、実施形態１と同様な二次の屈曲振動をし、所定の共振周波数で安定した振動を継
続する。
　なお、圧電素子膜８６，８７の材料としては、チタン酸鉛（ＰｂＴｉＯ3）、チタン酸
ジルコン酸鉛（ＰＺＴ（登録商標））、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等を採用することができる。
【００８８】
　従って、上述した実施形態３によれば、前述した実施形態１の効果と、振動体８０に恒
弾性材料を用いることにより構造的強度が高まり、振動腕部８４，８５の断面積を小さく
しても、強い加速度領域の検出にも対応できるという効果がある。
　　（実施形態４）
【００８９】
　続いて、実施形態４に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。実施形態４
は、複数の振動腕それぞれに貫通孔が設けられていることに特徴を有している。なお、本
実施形態では、振動腕が２本の場合を例示して説明する。
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　図８は、本実施形態に係る加速度センサを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は励振電極の
構成を拡大して示す部分正面図である。図８（ａ）において、加速度センサとしての振動
体１００は、基部１０２の１辺から貫通孔１０１によって分割された振動腕１０５，１１
２が、互いに平行に延出され、それらの先端部は付加質量部１１３によって連結された片
端固定構造である。
【００９０】
　また、振動腕１０５は、貫通孔１０６を開設することによって振動腕部１０７，１０８
が形成され、振動腕１１２は、貫通孔１０９を開設することによって振動腕部１１０，１
１１が形成されている。なお、貫通孔１０６，１０９の長さは振動腕１０５，１１２の長
さに略等しい。また、振動腕１０５と振動腕１１２とは、中心軸Ｐに対して対称形である
。
【００９１】
　基部１０２は、振動腕１０５，１１２との連結部１０４と、くびれ部１０３とを有し、
付加質量部１１３においても振動腕１０５，１１２との連結部１１５と、くびれ部１１４
とを有して構成されている。そして、図８（ｂ）に示すように、振動腕１０５，１１２そ
れぞれの両側側面と、貫通孔１０６，１０９内部側面には励振電極が形成されている。
【００９２】
　各励振電極は図８（ｂ）に示すように、振動腕部１１０の外側側面に励振電極１２０、
貫通孔１０９の内側側面に励振電極１２１，１２２が設けられ、貫通孔１０１の内側側面
には励振電極１２３，１２４、貫通孔１０６の内側側面には励振電極１２５，１２６が設
けられ、さらに、振動腕部１０７の外側側面には励振電極１２７が設けられている。
【００９３】
　これらの励振電極１２０～１２３と、励振電極１２４～１２７とは、中心軸Ｐに対して
対称形となるように構成されている。そして、励振電極１２０，１２２，１２５，１２７
は同電位の第１電極群であって、励振電極１２１，１２３，１２４，１２６は同電位の第
２電極群である。
【００９４】
　ここで、第１電極群と第２電極群とに逆相の電位を印加することにより、振動腕１０５
及び振動腕１１２は、基部１０２の連結部に振動の節を有する一次の屈曲振動をする。
【００９５】
　この加速度センサに軸方向の加速度が加えられると、振動腕１０５，１１２に伸縮応力
が発生することによる共振周波数の変化を生じ、この共振周波数の変化を加速度として検
出する。
　なお、本実施形態における貫通孔１０６，１０９に対して励振電極の配置は、振動腕１
０５，１１２が一次の屈曲振動をするために様々に設定することが可能である。
【００９６】
　例えば、励振電極１２０～１２７の全部または一部を、振動腕１０５，１１２の基部１
０２の方向に偏らせて配置させることができる。一次の屈曲振動において、振動による歪
みが大きく発生する部分は、振動腕１０５、１１２と基部１０２（連結部１０４）との連
結部付近となるので、この歪みが大きい部分に励振電極を設けてもよい。
【００９７】
　同様に、本実施形態における貫通孔１０６，１０９の形状、開設位置、それに伴う励振
電極の配置は様々に設定することが可能である。
　　（実施形態５）
【００９８】
　次に、実施形態５に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。本実施形態は
、貫通孔が基部方向に偏らせて配置されていることを特徴とする。従って、実施形態４（
図８、参照）と異なる部分を中心に説明する。
　図９は、実施形態５に係る振動体を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は励振電極の構成を
拡大して示す部分正面図である。図９（ａ）において、振動腕１０５，１１２にはそれぞ
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れ貫通孔１５１，１５３が開設されている。貫通孔１５１，１５３は、基部１０２側に偏
って開設され、連結部１０４から振動腕１０５，１１２の長さの略中央部までの範囲に設
けられる。
【００９９】
　なお、貫通孔１５１，１５３は、振動腕１０５，１１２が一次の屈曲振動の際に発生す
る歪みが大きい範囲に設けられている。
【０１００】
　励振電極は、図９（ｂ）に示すように、振動腕１０５と振動腕１１２の外側側面と、貫
通孔１０１，１５１，１５３の内側側面に設けられる。貫通孔１０１の内側側面には励振
電極１２３，１２４、貫通孔１５３の内側側面には励振電極１３７，１３８、貫通孔１５
１の内側側面には励振電極１４１，１４２が設けられている。また、振動腕１０５の両側
側面の励振電極１２４，１２７は、概ね振動腕１０５の長さ範囲とし、振動腕１１２の両
側側面の励振電極１２０，１２３は、概ね振動腕１１２の長さ範囲とする。
【０１０１】
　これらの励振電極１２０，１２３，１３７，１３８と、励振電極１２４，１２７，１４
１，１４２とは、中心軸Ｐに対して対称形となるように構成されている。そして、励振電
極１２０，１３８，１４１，１２７は同電位の第１電極群であって、励振電極１３７，１
２３，１２４，１４２は同電位の第２電極群である。
【０１０２】
　ここで、第１電極群と第２電極群とに逆相の電位を印加することにより、振動腕１０５
及び振動腕１１２は、基部１０２の連結部に振動の節を有する一次の屈曲振動をする。
【０１０３】
　この加速度センサに軸方向の加速度が加えられると、振動腕１０５，１１２に伸縮応力
が発生することによる共振周波数の変化を生じ、この共振周波数の変化を加速度として検
出する。
【０１０４】
　なお、上述した励振電極の配置は１例であって、励振電極１２０，１２３，１２４，１
２７を励振電極１３７，１３８，１４１，１４２と同じ長さとなるように設けてもよい。
　　（実施形態６）
【０１０５】
　続いて、実施形態６に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。実施形態６
は、各振動腕それぞれに複数の貫通孔が開設されていることを特徴とする。従って、実施
形態４（図８、参照）と異なる部分を中心に説明する。また、共通部分には同じ符号を附
している。
　図１０は、実施形態６に係る加速度センサを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は励振電極
の構成を拡大して示す部分正面図である。図１０（ａ）において、振動腕１０５には貫通
孔１５０，１５５，１５１が、振動腕１１２には貫通孔１５２，１５６，１５３が開設さ
れている。
【０１０６】
　貫通孔１５０，１５２は、振動腕１０５，１１２それぞれの付加質量部１１３の近傍に
設けられている。具体的には、貫通孔１５０，１５２は付加質量部１１３から振動腕１０
５，１１２の長手方向全長の概ね３０％の範囲に設けられる。また、貫通孔１５１，１５
３は、基部１０２の近傍に設けられている。なお、貫通孔１５１，１５３は基部１０２か
ら振動腕１０５，１１２の長手方向全長の概ね３０％の範囲に設けられる。さらに、振動
腕１０５，１１２の長手方向中央部には、貫通孔１５５，１５６が設けられ、貫通孔１５
５，１５６は、振動腕１０５，１１２の長手方向中央を中心として振動腕１０５，１１２
の長手方向全長の６０％以内の範囲に設けられる。
【０１０７】
　貫通孔１５１，１５３は振動腕１０５，１１２が一次の屈曲振動をする際に発生する歪
みが最も大きい位置に設けられ、貫通孔１５５，１５６、貫通孔１５０，１５２は歪みは
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徐々に小さくなる位置である。そして、振動腕１０５，１１２の外側側面と貫通孔１５０
～１５３，１５５，１５６の内側側面には、それぞれ励振電極が設けられている。
【０１０８】
　図１０（ｂ）に示すように、振動腕１０５の外側側面には励振電極１２７が設けられて
いる。また、貫通孔１５０の内側側面には励振電極１２５，１２６、貫通孔１５１の内側
側面には励振電極１４１，１４２、貫通孔１５５の内側側面には励振電極１３３，１３４
が設けられている。また、貫通孔１０１の内側側面には励振電極１２３，１２４、貫通孔
１５２には励振電極１２１，１２２、貫通孔１５６の内側側面には励振電極１２９，１３
０、貫通孔１５３の内側側面には励振電極１３７，１３８が設けられている。また、振動
腕１１２の外側側面には励振電極１２０が設けられている。これら励振電極は、中心軸Ｐ
に対して対称である。
【０１０９】
　なお、励振電極１２０，１２３，１２４，１２７は同電位の第１電極群であって、励振
電極１２１，１２２，１２９，１３０，１３７，１３８，１２５，１２６，１３３，１３
４，１４１，１４２は同電位の第２電極群である。
【０１１０】
　ここで、第１電極群と第２電極群とに逆相の電位を印加することにより、振動腕１０５
及び振動腕１１２は、基部１０２の連結部１０４に振動の節を有する一次の屈曲振動をす
る。
【０１１１】
　この加速度センサに軸方向の加速度が加えられると、振動腕１０５，１１２に伸縮応力
が発生することによる共振周波数の変化を生じ、この共振周波数の変化を加速度として検
出する。
【０１１２】
　なお、上述した実施形態６における励振電極の構成は１例であって、例えば、励振電極
１２０，１２３，１２４，１２７は、貫通孔１５０，１５１，１５２，１５３，１５５，
１５６それぞれに対向するように分割した構成としてもよい。
【０１１３】
　以上説明したように、実施形態４では、振動腕１０５，１１２それぞれの長手方向全体
にわたって貫通孔１５１，１５３が設けられ、また、実施形態５では基部１０２の近傍に
貫通孔１０６，１０９が設けられ、実施形態６では、さらに振動腕１０５，１１２の長手
方向中央部に貫通孔１５５，１５６が設けられている。従って、基部１０２（連結部１０
４）近傍に振動の節を有する一次の屈曲振動において発生する歪みの大きい位置と、それ
よりは小さいが歪みが発生する位置に貫通孔を設けていることから、振動腕１０５，１１
２の変形する位置の断面積が小さくなり発生する応力が大きくなる。また、加速度を加え
たときの振動腕１０５，１１２の変位量が大きくとれることから共振周波数変化量が大き
くなり検出感度を高めることができる。
【０１１４】
　また、前述した実施形態１～実施形態３よりもさらに励振電極間の距離が短くなり電界
効率が高まる。このことから低消費電力化が可能となるという効果がある。
　　（実施形態７）
【０１１５】
　続いて、実施形態７に係る加速度センサについて図面を参照して説明する。実施形態７
は、前述した実施形態４～実施形態６による加速度センサ（振動体）が片端固定構造であ
ることに対して、両端固定構造としたところに特徴を有している。
　図１１は、実施形態７に係る加速度センサを示す正面図である。図１１において、加速
度センサ２００は、振動体１００，１８０が共通の付加質量部１１３において２組が直線
状に連結されて構成されている。
【０１１６】
　図１１に示すように、加速度センサ２００の重心位置Ｇの右側は、基部１０２と貫通孔
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１０１によって分割された振動腕１０５，１１２と付加質量部１１３とから構成される振
動体１００である。また、左側は基部１６０と貫通孔１６３によって分割された振動腕１
６４，１６５と付加質量部１１３とから構成される振動体１８０である。振動腕１０５，
１１２は貫通孔１０１によって分割されて形成されている。また、振動腕１０５は貫通孔
１０６を有し、振動腕１１２は貫通孔１０９を有している。
　一方、振動腕１６４には貫通孔１６６、振動腕１６５には貫通孔１６８が開設されてい
る。
【０１１７】
　また、基部１０２には、振動腕１０５，１１２が連結される連結部１０４と、くびれ部
１０３とが設けられている。振動腕１０５，１１２が連結される付加質量部１１３には、
連結部１１５と、くびれ部１１４とが設けられている。
【０１１８】
　一方、振動体１８０においては、基部１６０には、振動腕１６４，１６５が連結される
連結部１６２と、くびれ部１６１とが設けられている。振動腕１６４，１６５が連結され
る付加質量部１１３には、連結部１１８と、くびれ部１１９とが設けられている。
【０１１９】
　付加質量部１１３は、振動体１００と振動体１８０との共通付加質量部であって、基部
１０２，１６０と同等か大きい質量を有して平面形状が設定されている。そして、加速度
センサ２００は、重心位置Ｇに対して点対称形状である。従って、加速度センサ２００は
、共通の付加質量部１１３において振動体１００と、振動体１００と同形状の振動体１８
０とが直線状に連結され、基部１０２及び基部１６０を基台への固定部とする両端固定構
造である。なお、振動体１００，１８０それぞれは、前述した実施形態４（図８、参照）
と励振電極を含め同じ構成である。
【０１２０】
　ここで、振動腕１０５，１１２及び振動腕１６４，１６５それぞれに前述した実施形態
４と同様に逆電位、逆位相、同じ周波数の励振信号を入力すると、付加質量部１１３が十
分大きな質量を有しているためほとんど変位せず、振動腕１０５，１１２と振動腕１６４
，１６５は互いに基部１０２（連結部１０４），１６０（連結部１６２）、付加質量部１
１３との連結部近傍を振動の節とする二次の屈曲振動となる。
【０１２１】
　従って、上述した実施形態７によれば、付加質量部１１３を挟んで対向する振動体１０
０，１８０を有する両端固定構造となる。この際、振動腕１０５，１１２と振動腕１６４
，１６５とは、逆位相の二次の屈曲振動モードを有し、振動バランスがよい振動体を構成
する。つまり高いＱ値が得られる。
【０１２２】
　また、対向する振動腕１０５，１１２と振動腕１６４，１６５は、Ｙ軸方向の加速度が
加えられたとき、一方に収縮応力が発生し、他方の振動腕には引っ張り応力が発生する。
このような構造の場合、両振動体の共振周波数の差動をとることで周波数温度特性の影響
を打ち消すことができるという効果がある。
【０１２３】
　なお、本実施形態の構成における貫通孔は、前述した実施形態５（図９、参照）のよう
に基部１０２側に偏らせる構成してもよく、実施形態６の（図１０、参照）のように、振
動腕１０５，１１２のそれぞれに複数設ける構造としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】実施形態１に係る加速度センサの１例を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）
のＨ－Ｈ切断面を示す断面図。
【図２】実施形態１の変形例１に係る加速度センサの構成を示す斜視図。
【図３】振動腕の総長さＬ１に対する貫通孔の長さＬ２の比と周波数変動量の関係につい
て示すグラフ。
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【図４】実施形態１の変形例２に係る加速度センサを示す正面図。
【図５】実施形態１の変形例３に係る加速度センサを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（
ａ）のＪ－Ｊ切断面を示す断面図。
【図６】実施形態２に係る加速度センサを示す正面図。
【図７】実施形態３に係る加速度センサを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＫ－
Ｋ切断面を示す断面図。
【図８】実施形態４に係る加速度センサを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は励振電極の構
成を拡大して示す部分正面図。
【図９】実施形態５に係る振動体を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は励振電極の構成を拡
大して示す部分正面図。
【図１０】実施形態６に係る加速度センサを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は励振電極の
構成を拡大して示す部分正面図。
【図１１】実施形態７に係る加速度センサを示す正面図。
【符号の説明】
【０１２５】
　１…加速度センサ、１０…振動体、２０…基部、２１…振動腕、２２…貫通孔、２３，
２４…振動腕部、２５…付加質量部、３１～３４…励振手段としての励振電極。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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